
 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

 

  

 



 

  

更新 工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）
※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もＡＳＰ（情報共有システム）等を活用し電子で管理すること

指示 通知 提示

受注者 受注者
監督
職員

契約
担当
課

受注者
保管

契約
締結
前

1 説明書 建設リサイクル法第12条1項 契約課HP ○ ○

請負金額500万円以上で、特定建設資材の使用又は発
生する土木工事が対象。
契約日までに発注者へ提出し説明。

2
【事例】
工事のお知らせ（自治会、住民
等への周知）

共通仕様書1-1-1-38-7 ー ○ ○ ○

○年○月○日打合せで確認
受発注者の役割分担を確認。

3
【事例】
受注者が行うべき関係機関（○
○○）協議結果に基づく届出

共通仕様書1-1-1-38-2 ー ○ ○

○年○月○日打合せで確認

【事例】
発注者が行うべき関係機関（○
○○）協議結果に基づく届出

共通仕様書1-1-1-38-2 ○

○年○月○日打合せで確認

4
【事例】
土壌汚染対策法第4条1項に基づ
く届出

土壌汚染対策法第4条1項
千葉市土壌汚染対策指導要綱第3条

第1項
環境規制課HP ○ ○

・一定規模3000㎡（又は900㎡）以上の土地の形質の
変更を行う場合は、着手する日の30日前までに届出
義務。（罰則規定有り）
※有害物質使用特定施設が設置されている工場・事
業場の敷地は900㎡以上。
・一定規模は年度単位の規模ではなく、工事の全体
計画における形質変更範囲が対象
・届出と併せて要綱の報告書提出が必要となるた
め、履歴調査を事前に行うこと。

5

【事例　関係機関協議が実施
中、未了の場合】
関係機関（○○○）との設計・
施工協議

河川法、道路法、道路交通法等の個
別法

ー ○ ○

○年○月○日打合せで確認

6

【事例 関係機関協議が実施中、
未了の場合】
占用物件（○○○）の移設の調
整、監督処分

河川法、道路法 ー ○ ○

○年○月○日打合せで確認

7
【事例】
設計図書、条件明示と現地の不
整合による協議資料

共通仕様書1-1-1-3-2 ー ○ ○

○年○月○日打合せで確認

8

【事例】
設計図書、条件明示と現地の不
整合による設計図修正（構造計
算の伴うものや大幅な修正）

共通仕様書1-1-1-16 ー ○ ○

○年○月○日打合せで確認
個別の図面修正等について受発注者間で協議し、役
割分担を決定。
（受注者が実施する場合は、設計費用を発注者が負
担する。）

9 工事請負契約書 ー ー ○

10 共通仕様書 ー ー ○

11 特記仕様書 ー ー ○

12 発注図面 ー ー ○

13 現場説明書 ー ー ○

14 質問回答書 ー ー ○

15 工事数量総括表 ー ー ○

16 現場代理人等通知書 工事請負契約書第10条1項 契約課HP ○ ○

17 請負代金内訳書
工事請負契約書第3条1項

共通仕様書3-1-1-1
ー ○ ○

・契約書を作成する全ての工事が対象で、契約締結
後14日以内に提出
・発注者は法定福利費概算額を算出し、受注者から
提出された法定福利費額等を契約課に報告するこ
と。
「令和６年度工事価格に占める法定福利費概算額の
算出について（通知）」（令和６年３月２９日付技
術管理長）

18 工事工程表 工事請負契約書第3条1項 技術管理課HP ○ ○
契約締結後14日以内に提出。

19 監督職員選任通知書
工事請負契約書第9条

下請負の適正化に関する指導指針第
13条1項

技術管理課HP ○ ○

20 重点監督対象工事通知書 千葉市土木工事監督技術基準第4条 技術管理課HP ○ ○
対象工事の場合、特記仕様書に明記。

21 建退共掛金収納書 共通仕様書第1編1-1-43-6 契約課HP ○ ○

契約締結後１ヶ月以内（電子申請方式による場合で
あっては、契約締結後４０日以内）に提出。
電子申請を使用しない場合は、「掛金収納書提出用
台紙」に掛金収納書を張り付けたうえ、提出する。
なお、スキャン、撮影によるデータ化も可とする。

22
共済証紙を購入しない
又は購入遅延の理由書

共通仕様書第1編1-1-43-6 契約課HP ○ ○

23 共済証紙受払簿 ー ー ○ ○

監督職員は必要に応じて提出を求めることができ
る。

24 公共工事等前払申請書、請求書 工事請負契約書第35条1項 契約課HP ○ ○

発注者は、請求日から14日以内に支払わなければな
らない。

契約関係書類

工
事
着
手
前

その他

作
成
書
類
の
役
割
分
担

工
事
着
手
前
の
打
合
せ
で
確
認

契
約
図
書

契約書

設計図書

様式の掲載場所 発注者 受注者

提出
監督職
員へ連
絡

監督職
員へ納
品

工事関係書類
作成書類
役割分担

発注者作成
書類の位置付

け
受注者作成書類の位置付け

備考

作成
時期

種　別 No. 書　類　名　称 書類作成の根拠



 

  

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指示 通知 提示

受注者 受注者
監督
職員

契約
担当
課

受注者
保管

25 ＶＥ提案書 工事請負契約書第19条の2 技術管理課HP ○ ○

26
建設工事にかかる資材の再資源
化等に関する法律第13条の規定
に基づく書面

工事請負契約書第64条 契約課HP ○ ○

記載事項に変更があった場合、その都度書面を交わ
さなければならない。

27 社内検査員届 共通仕様書3-1-1-6-(5) 技術管理課HP ○ ○

社内検査実施指導要領に基づき、請負金額１億円以
上の工事が対象。対象工事は、特記仕様書に明記。

28
再生資源利用計画書
－建設資材搬入工事用－

共通仕様書1-1-1-20-4
建設副産物情報
交換システム

○ ○

請負金額100万円以上の工事が対象。建設資材の利
用、建設副産物の発生量の有無に関わらず作成。計
画書は施工計画書に含めて提出。

29
再生資源利用促進計画書
－建設副産物搬出工事用－

共通仕様書1-1-1-20-4
建設副産物情報
交換システム

○ ○

請負金額100万円以上の工事が対象。建設資材の利
用、建設副産物の発生量の有無に関わらず作成。計
画書は施工計画書に含めて提出。

30 建設副産物処理承認申請書 共通仕様書1-1-1-20-3 技術管理課HP ○ ○

建設廃棄物処理委託契約書を監督職員に提示し、そ
の写しを添付して提出する。

31 建設発生土の管理調書 共通仕様書1-1-1-20-3 技術管理課HP ○

工事完成後、施工実績を記入し、工事完成日から３
年間保存。

32 建設発生土搬出のお知らせ 特記仕様書 技術管理課HP ○ ○
搬出先市町村の担当窓口に提出。

33
建設リサイクル法に基づく通知
書

建設リサイクル法第11条 技術管理課HP ○
建設リサイクル法の対象工事の場合、工事着手前に
技術管理課へ提出。

34 特定建設作業実施届出書 千葉市環境保全条例 環境規制課HP ○ ○

特定建設作業開始の７日前までに千葉市環境局環境
保全部環境規制課へ提出。（変更時は再届出）

34 工事打合せ簿(協議） 共通仕様書1-1-1-2-17 技術管理課HP ○ ○

工事着手前に受発注者間で、
週休2日制工事、建設現場の遠隔臨場、熱中症対策に
資する現場管理費補正、ＩＣＴ活用工事、建設キャ
リアアップシステム（CCUS)等の各種取組みの有無に
ついて協議すること。

道路管理システム及び千葉市地
図情報システムの道路工事情報
の入力

・千葉市道路工事連絡協議会
・「千葉市地図情報システムへの道
路工事情報の入力・更新について
（依頼）」（令和５年１月６日付路
政課長）

ー ○

道路管理システム及び千葉市地図情報システムの道
路工事情報の新規入力や更新について、工事着手
前、工事完了後、また入力された調書に変更が生じ
た場合には速やかに確実に対応すること。

35 施工計画書 共通仕様書1-1-1-5-1 ー ○ ○

工事着手前又は施工方法が確定した時期に監督職員
に提出する。
軽微な場合の変更施工計画書は提出不要。
（工期や数量のわずかな変更等の場合）

36 技術提案等実施状況確認シート 特記仕様書 技術管理課HP ○ ○

総合評価落札方式（簡易型）の場合に提出。
施工計画書に含めて提出。

37
設計図書の照査確認資料
（契約書18条に該当する事実が
あった場合）

共通仕様書1-1-1-3-2 ー ○ ○

契約約款第18条1項1～5号に該当する事実があった場
合に提出。（契約書18条第１項の範囲を超えないこ
と。）

38
工事測量成果表（仮ＢＭ及び多
角点の設置）

ー ○ ○

仮BM及び工事用多角点の設置に関する測量結果は監
督職員に提出。

39
工事測量結果（設計図書との照
合）
（設計図書と差異有り）

ー ○ ○

設計図書と差異があった場合にのみ監督職員に提出
する。

40 下請業者選定通知書
千葉市下請負の適正化に関する指導

指針第11条1項
技術管理課HP ○ ○

41 施工体制台帳 共通仕様書1-1-1-11-1 契約課HP ○ ○

42 施工体系図 共通仕様書1-1-1-11-2 契約課HP ○ ○

43 作業員名簿
千葉市下請負の適正化に関する指導

指針第9条の2
契約課HP ○ ○

44 施工体制確認通知書
千葉市下請負の適正化に関する指導

指針第12条2項
契約課HP ○ ○

施工体制を点検した結果、適正であると確認できた
場合、受注者に提出。

45 工事打合せ簿(指示） 共通仕様書1-1-1-2-15 技術管理課HP ○ ○

46 工事打合せ簿(協議） 共通仕様書1-1-1-2-17 技術管理課HP ○ ○

協議の根拠となる一般的な諸基準類のコピーは添付
不要。

47 工事打合せ簿(承諾） 共通仕様書1-1-1-2-16 技術管理課HP ○ ○

48 工事打合せ簿(提出） 共通仕様書1-1-1-2-18 技術管理課HP ○ ○

49 工事打合せ簿(報告） 共通仕様書1-1-1-2-20 技術管理課HP ○ ○

50 工事打合せ簿(通知） 共通仕様書1-1-1-2-21 技術管理課HP ○ ○

51
関係機関協議資料
（許可後の資料）

共通仕様書1-1-1-38-3 ー ○ ○

関係官公庁への届出等の実施にあたっては、監督職
員への事前の報告は不要である。
許可後の資料については提示でよい、ただし、監督
職員から請求があった場合は写しを提出

52 近隣協議資料 共通仕様書1-1-1-38-8 ー ○ ○

近隣との協議が必要な場合に、発注者にその都度報
告する。
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53 材料確認書 共通仕様書2-1-2-4 技術管理課HP ○ ○

設計図書に記載しているもの以外は材料確認願の提
出は不要

54 材料納入伝票 共通仕様書2-1-2-1 ー ○ ○
設計図書で指定した材料や監督職員から請求があっ
た場合は提出する。

55 段階確認書 共通仕様書3-1-1-4-6-3 技術管理課HP ○ ○

・契約図書で規定された場合のみ対象
・段階確認書に添付する資料は新たに作成する必要
なし。
・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写
真等は不要。
・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した
箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。

56 確認・立会依頼書 共通仕様書3-1-1-4-1 技術管理課HP ○ ○

・確認・立会依頼書添付する資料を新たに作成する
必要はない。
・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写
真等は不要。
・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した
箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。

57 休日・夜間作業届 共通仕様書1-1-1-39-2
技術管理課HP
（工事打合せ

簿）
○ ○

週間工程会議等で受発注者双方が事前に把握してい
れば、ASP、電子メールなどにより連絡。
ただし、現道上の工事の場合は提出する。

58 安全教育訓練実施資料 共通仕様書1-1-1-29-11 ー ○ ○
監督職員へ実施内容の提示のみで提出不要。

59 工事事故速報 共通仕様書1-1-1-32
技術管理課HP

○ ○ ○

事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事
故の概要を書面により速やかに報告する。

60 工事事故報告書 共通仕様書1-1-1-32 ー ○ ○

事故報告書はＳＡＳ（建設工事事故データベースシ
ステム）により作成して提出するほか、監督職員か
ら請求があった資料を提出する。

⑤
工
程
管
理

61 工事履行報告書
工事請負契約書第11条
共通仕様書1-1-1-26

技術管理課HP ○ ○

工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示
を求めることがある。根拠資料の添付不要。

62 出来形管理図表 共通仕様書1-1-1-25-8 技術管理課HP ○ ○

・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
・出来形の測定位置が分かるように略図を記載す
る。
・測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図
（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）について
は、出来形管理図表にて代用可能なため提出不要。

63 出来形数量計算書 共通仕様書3-1-1-5-2 ー ○ ○

　工事数量の計算等にあたっては、土木工事数量算
出要領（案）を適用する。
　契約数量以外（設計図書に明示していないもの）
の設計変更に係わる数量計算書の提出は不要

64 品質管理図表 共通仕様書1-1-1-25-8 技術管理課HP ○ ○

・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
・品質の測定位置が分かるように略図を記載する。
・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図
（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）について
は、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。

65 品質規格証明資料 共通仕様書2-1-2-1 ー ○ ○

指定材料のみ提出（設計図書で指定した材料を含
む）。

66 認定請求書 工事請負契約書第35条4項 契約課HP ○ ○

67 請求書（中間前払金） 工事請負契約書第35条3項 契約課HP ○ ○

68 工事一部履行届 工事請負契約書第39条1項 契約課HP ○ ○

69 工事目的物の引渡書 工事請負契約書第39条1項 契約課HP ○ ○

70 請求書（部分払金） 工事請負契約書第39条1項 契約課HP ○ ○

71 認定書 工事請負契約書第39条1項 ー ○

72 修補完了届 工事請負契約書第32条6項 契約課HP ○ ○

73 部分使用承諾書 工事請負契約書第34条1項 技術管理課HP ○ ○ ○

部分使用協議書は発注者が作成し、部分使用承諾書
は受注者が作成する。

74 工期延期届
工事請負契約書第18～20条、22

条,23条
契約課HP ○ ○

工期延期が発生する場合に提出する。

75 支給品受領書 工事請負契約書第15条第3項 技術管理課HP ○ ○
支給品を受領した場合に提出する。

76 支給品精算書 共通仕様書1-1-1-18-3 技術管理課HP ○ ○
支給品がある場合に提出する。

77 現場発生品調書 共通仕様書1-1-1-19 技術管理課HP ○ ○
現場発生品がある場合に提出する。

78
出来形報告書
（数量内訳書、出来形図）

共通仕様書1-1-1-22-2 ー ○ ○
中間検査、出来形検査等の際に提出する。

79
産業廃棄物管理表（マニュフェ
スト）

共通仕様書1-1-1-20-2 ー ○ ○
産業廃棄物がある場合に監督職員へ提示すればよ
く、コピーの提出不要。

施
工
中

③
施
工
管
理

３
施
工
状
況

工
事
書
類

部分使用

工期延期

支給品

現場発生
品

その他

④
安
全
管
理

⑥
出
来
形
管
理

⑦
品
質
管
理

契
約
関
係
書
類

中間前払
金

部分引渡
検査

修補

様式の掲載場所 発注者 受注者

提出
監督職
員へ連
絡

監督職
員へ納
品

工事関係書類
作成書類
役割分担

発注者作成
書類の位置付

け
受注者作成書類の位置付け

備考

作成
時期

種　別 No. 書　類　名　称 書類作成の根拠



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

  

更新 
指示 通知 提示

受注者 受注者
監督
職員

契約
担当
課

受注者
保管

80 完成通知書 工事請負契約書第32条第1項 契約課HP ○ ○

81 工事目的物の引渡書 工事請負契約書第32条第4項 契約課HP ○ ○

82 請求書 工事請負契約書第33条第1項 契約課HP ○ ○

83 出来形管理図表 共通仕様書1-1-1-25-8 技術管理課HP ○ ○

・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
・出来形の測定位置が分かるように略図を記載す
る。
・測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図
（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）について
は、出来形管理図表にて代用可能なため提出不要。

84 品質管理図表 共通仕様書1-1-1-25-8 技術管理課HP ○ ○

・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
・品質の測定位置が分かるように略図を記載する。
・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図
（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）について
は、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。

85 品質確認書 共通仕様書3-1-1-6-(1) 技術管理課HP ○ ○

・社内検査実施指導要領に基づき、請負金額１億円
以上の工事が対象。対象工事は、特記仕様書に明
記。
・契約図書で規定された場合に提出する。
・品質証明に関する添付書類は提出不要

86 工事写真 共通仕様書1-1-1-25-8 ー ○ ○

・工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準
（案）を適用する。
・電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】
に基づき提出する。
・紙の工事写真帳の提出不要
・不可視部分を含め、監督職員又は現場技術員が臨
場して確認した箇所は、出来形管理写真等の撮影は
省略
・監督職員等が確認や立会っている状況写真等も不
要。

87 技術提案等実施状況確認シート 特記仕様書 技術管理課HP ○ ○ ○ 総合評価落札方式（簡易型）の場合に提出。

88 現場環境改善の実施状況
特記仕様書
積算基準

ー ○ ○

・現場環境改善対象工事の場合に提出する。実施内
容は施工計画書に含め提出する。
・実施写真（実施報告書）の作成は、不要である。
※写真撮影は従来どおり必要である。

89
創意工夫・社会性等に関する実
施状況

共通仕様書3-1-1-14 技術管理課HP ○ ○
自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献とし
て、特に評価できる項目を実施すれば提出できる。
１工事につき最大7項目までの提出とする。

90 工事完成図
共通仕様書1-1-1-21
共通仕様書3-1-1-7

ー ○ ○ ○
　電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】に基
づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する。

91 工事管理台帳
共通仕様書3-1-1-7

共通仕様書3-1-1-13-1
ー ○ ○ ○

　電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】に基
づき、原則、電子成果品で納品する。

92
再生資源利用実施書
－建設資材搬入工事用－

共通仕様書1-1-1-20-4 ー ○ ○
該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報
交換システムにより作成して提出する。

93
再生資源利用促進実施書
－建設副産物搬出工事用－

共通仕様書1-1-1-20-4 ー ○ ○
該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報
交換システムにより作成して提出する。

94 建設副産物処理調書
建設副産物の処理基準及び再生資材

の利用基準
技術管理課HP ○ ○

95
建設リサイクル法に基づく再資
源化等報告書

建設工事に係る資材の再資源化等に
関する法律第18条

建築指導課HP ○ ○
・対象建設工事の場合、受注者は書面で報告（再生
資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書に必要
事項が記載されている場合は不要）

96 一斉閉所取組状況確認シート
「建設現場の一斉閉所の取組につい
て（通知）」（令和６年３月２７日
付技術管理課長）

ー ○

週休２日制の対象外の工事についても、全ての工事
で第２土曜日一斉閉所の取組を行うことから
第２土曜日の閉所状況確認のため、全ての工事で提
出する。

97
ウィークリースタンス実施内容
確認シート（参考）

ウィークリースタンス実施要領 ー 〇 〇 〇

初回打合せ時に、実施内容を受発注者間で確認、調
整の上、決定し共有する。（確認シート〔参考〕で
はなく、工事打合せ簿に実施内容を記載し、共有す
ることでもよい）

道路管理システム及び千葉市地
図情報システムの道路工事情報
の更新

・千葉市道路工事連絡協議会
・「千葉市地図情報システムへの道
路工事情報の入力・更新について
（依頼）」（令和５年１月６日付路
政課長）

ー ○

道路管理システム及び千葉市地図情報システムの道
路工事情報の更新について、工事着手前、工事完了
後、また入力された調書に変更が生じた場合には速
やかに確実に対応すること。
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新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

２ 施工計画 

２－１ 施工計画書 

施工計画書は、受注者が実施する工事手法の概要を作成することにより、円

滑な工事の促進を図るもので、土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」と

いう。）第１編１－１－５で「受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した

時期に工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等についての施工計

画書を監督職員に提出しなければならない。」と規定している。 

従って、施工計画書は、受注者の責任において作成するもので、発注者が施

工方法等の選択について注文をつけるものではない。 

 

受注者は、施工計画書に次の事項について記載する。 

なお、総合評価落札方式の場合、別途提出する「技術提案等実施状況確認シ

ート」と整合を図るものとする。 

（１） 工事概要 

（２） 計画工程表 

（３） 現場組織表 

（４） 指定機械 

（５） 主要機械 

（６） 主要資材 

（７） 施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

（８） 施工管理計画 

（９） 安全管理 

（10） 緊急時の体制及び対応 

（11） 交通管理 

２ 施工計画 

２－１ 施工計画書 

施工計画書は、受注者が実施する工事手法の概要を作成することにより、円滑な工事の促

進を図るもので、土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）第１編１－１－５で

「受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成させるために必

要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。」と規定し

ている。 

従って、施工計画書は、受注者の責任において作成するもので、発注者が施工方法等の選

択について注文をつけるものではない。 

 

受注者は、施工計画書に次の事項について記載し、工事打合せ簿で提出する。 

なお、総合評価落札方式の場合、別途提出する「技術提案等実施状況確認シート」と整合

を図るものとする。 

（１） 工事概要 

（２） 計画工程表 

（３） 現場組織表 

（４） 指定機械 

（５） 主要機械 

（６） 主要資材 

（７） 施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

（８） 施工管理計画 

（９） 安全管理 

（10） 緊急時の体制及び対応 

（11） 交通管理 

更新 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

（12） 環境対策 

（13） 現場作業環境の整備 

（14） 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（15） 法定休日・所定休日（週休二日の導入） 

（16） その他 

なお、施工計画書の作成にあたっては、契約図書に指定されている事項につ

いて記載するものとし、軽微なものは除く。 

なお、概算数量発注方式の場合を含め、設計照査の後に工事内容が確定され

てから当該工種に関わる施工計画書を作成し提出すれば良い。 

準備工の着手にあたっては、工事着手前に 

（３）現場組織表 

（７）準備工の施工方法 

（９）安全管理 

（10）緊急時の体制及び対応 

（14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法（必要に応じ提出） 

について施工計画書を提出すれば良い。 

施工計画の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する

前に変更に関する事項について、変更施工計画書を作成し提出するが、数

量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合は

新たに変更施工計画書の提出は要しない。 

（例１： 工期末の精算変更、施工方法の変更を伴わない工事中の数

量の増減や工期のわずかな変更，条ずれ、ページの変更。

） 

（例２： 現場代理人等の変更に伴う組織表の変更） 

なお、変更施工計画書は、元施工計画書の全部を改めて提出する

（12） 環境対策 

（13） 現場作業環境の整備 

（14） 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（15） 法定休日・所定休日（週休二日の導入） 

（16） その他 

なお、施工計画書の作成にあたっては、契約図書に指定されている事項について記載する

ものとし、軽微なものは除く。 

なお、概算数量発注方式の場合を含め、設計照査の後に工事内容が確定されてから当該工

種に関わる施工計画書を作成し提出すれば良い。 

準備工の着手にあたっては、工事着手前に 

（３）現場組織表 

（７）準備工の施工方法 

（９）安全管理 

（10）緊急時の体制及び対応 

（14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法（必要に応じ提出） 

について施工計画書を提出すれば良い。 

施工計画の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関

する事項について、変更施工計画書を作成し提出するが、数量のわずかな増減等の軽微

な変更で施工計画に大きく影響しない場合は新たに変更施工計画書の提出は要しない。 

（例１： 工期末の精算変更、施工方法の変更を伴わない工事中の数量の増減や工

期のわずかな変更，条ずれ、ページの変更。） 

（例２： 現場代理人等の変更に伴う組織表の変更） 

なお、変更施工計画書は、元施工計画書の全部を改めて提出する必要は無く、

変更箇所のみを抜粋して作成し、提出すれば良い。（最終的な変更施工計画書とし

て、統合、再提出を行う必要はない。） 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

必要は無く、変更箇所のみを抜粋して作成し、提出すれば良い。 

共通仕様書第１編１－１－５で「受注者は、施工計画書を提出し

た際、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書

を提出しなければならない」と規定されているが、監督職員はその

指示にあたっては必要性を十分検討した上で行わなければならない

。 

 

 

共通仕様書第１編１－１－６で「受注者は、施工計画書を提出した際、監督職

員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない

」と規定されているが、監督職員はその指示にあたっては必要性を十分検討した

上で行わなければならない。 

 

２ 施工計画 

２－１ 施工計画書 

（１１） 交通管理 

工事に伴う交通処理及び交通対策について共通仕様書第１編１－１－３

６（交通安全管理）の規定に基づき記述する。 

 

２ 施工計画 

２－１ 施工計画書 

（１２） 交通管理 

工事に伴う交通処理及び交通対策について共通仕様書第１編１－１－３６（交通安全

管理）の規定に基づき記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

２ 施工計画 

２－３ 施工体制 

２－３－１ 施工体制台帳・施工体系図 

（３）施工体制台帳の添付資料 

元請け及び各下請けにかかる請負契約書（写し）、元請の監理（主

任）技術者、専門技術者の資格・雇用（健康保険被保険者証※又は住

民税特別徴取税額通知書の写し等）を証明する資料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※健康保険被保険者証を受領する際は、必ず保険者番号、被保険者等記

号・番号、ＱＲコード（ある場合）がマスキング（黒塗り）されてい

るか確認すること。 

下請契約書には、下請金額のほか工期、作業内容（材料や建設機械

の支給有無）、支払方法、社会保険等の加入状況等がわかるように記

述する。 

２ 施工計画 

２－３ 施工体制 

２－３－１ 施工体制台帳・施工体系図 

（３）施工体制台帳の添付資料 

元請け及び各下請けにかかる請負契約書（写し）、元請の監理（主任）技術者、専

門技術者の資格・雇用 を証明する資料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雇用が確認できる書類を受領する際は、必要のない個人情報（被保険者等記号、税額

等）がマスキング（黒塗り）されているか確認すること。 

下請契約書には、下請金額のほか工期、作業内容（材料や建設機械の支給有無）

、支払方法、社会保険等の加入状況等がわかるように記述する。 

※施工体制台帳への添付を不要としている書類が添付されていた場合、それを抜いて再

提出をさせる等は不要。 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

２ 施工計画 

２－９ 請負代金内訳書 

受注者は、請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を発注者に提出し

なければならない。（共通仕様書第３編土木工事共通編１－１－１ 請負

代金内訳書） 

また、受注者は、内訳書の作成に際して、健康保険、厚生年金保険及び雇用

保険に係る法定福利費を明示するものとする。 

２ 施工計画 

２－９ 請負代金内訳書 

受注者は、請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を発注者に提出しなければならな

い。（共通仕様書第３編土木工事共通編１－１－１ 請負代金内訳書） 

また、受注者は、内訳書の作成に際して、材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費並

びに建設業退職金共済契約に係る掛金を明示するものとする。 

更新 

２ 施工計画 

２－１２ ＣＯＲＩＮＳへの登録 

受注者は、受注時、変更時、完成時、訂正時に工事実績情報として「登

録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督

職員の確認を受けたうえで、登録機関（ＪＡＣＩＣ）に登録申請する。ま

た、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録後に監督職員に

メール送信される。 

なお、「登録のための確認のお願い」の確認にあたっては、打合せ簿（提

出）の作成は不要である。 

監督職員は、受注者から送信される「登録のための確認のお願い」メー

ルの内容確認を行った上で、送信されたメールに直接「本件の登録を認め

る」旨を記載し、受注者へメールを返信する。 

担当技術者に変更があった場合は、次回の変更登録と併せて行えば良い

。 

２ 施工計画 

２－１２ ＣＯＲＩＮＳへの登録 

受注者は、受注時、変更時、完成時、訂正時に工事実績情報として「登録のための確

認のお願い」をコリンズ登録内容確認システムから監督職員にメール送信し、監督職員

の確認を受けたうえで、登録機関（ＪＡＣＩＣ）に登録申請する。また、登録機関発行

の「登録内容確認書」は、コリンズ登録後に監督職員にメール送信される。 

なお、「登録のための確認のお願い」の確認にあたっては、打合せ簿（提出）の作成は

不要である。 

監督職員がシステム上で登録内容の確認を行うと、システムから受注者あてにメール

が届く。 

担当技術担当技術者に変更があった場合は、次回の変更登録と併せて行えば良い。 

 

 

 

 

 

更新 



 

工事打合せ簿記載例（指示）

（ ）

（内容）

・

印 印

総　括
監督員

代表者
又は

代理人

現場
代理人

受注者名

印

主　任
監督員

監督員 主任
（監理）

□受理 します。□提出 □報告

印 印

技術者

受
注
者

上記について □承諾 □協議

年月日：

年月日：

上記について □指示 □承諾

回
答 □その他

□協議 □提出

処
理 □その他

　　　　　　　　○○工の施工について

　　　　　　　　標記について添付図のとおり施工することを指示します。

添付図 葉、その他添付図書

します。□受理

発
注
者

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 ○○○○工事

工 事 打 合 せ 簿

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 平成○○年○○月○○日

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

更新 



 

工事打合せ簿記載例（承諾）

（ ）

（内容）

・

□提出 □受理

　　　　　　　　表面処理工の工法変更について

　　　　　　　　標記について、特記仕様書第○条に記載されているチッピング工法を
               バキュームブラスト工法に変更したいので承諾願います。

　

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 平成○○年○○月○○日

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　■承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 ○○○○工事

添付図 葉、その他添付図書

発
注
者

上記について します。□指示 ■承諾

処
理 □その他

　　但し、契約変更の対象としない。

年月日： ○○年○○月○○日

□協議

□受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告

技術者

印 印 印 印

主　任
監督員

監督員

印

総　括
監督員

受注者名

代表者
又は

代理人

現場
代理人

主任
（監理）

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 



 

工事打合せ簿記載例（協議）

（ ）

（内容）

・

□提出 □受理

　　　　　　　　矢板の打ち込み不能について

         矢板工について、設計図書の深度に達する前に、矢板が打ち込み不能となり、
      対策工を添付のとおり施工したく、土木工事共通仕様書　第３編　２－３－４　５項
      に基づき協議します。

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 平成○○年○○月○○日

発議事項
　□指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 ○○○○工事

添付図 葉、その他添付図書

発
注
者

上記について します。■指示 □承諾

処
理 □その他

　　協議のとおり施工されたい。
　　本協議は、契約変更の対象とします。

年月日： ○○年○○月○○日

□協議

□受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告

技術者

印 印 印 印

主　任
監督員

監督員

印

総　括
監督員

受注者名

代表者
又は

代理人

現場
代理人

主任
（監理）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 



 

工事打合せ簿記載例（提出）

（ ）

（内容）

・

□提出 □受理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仮ＢＭの測量結果について

　　　　　　　　標記について、土木工事共通仕様書　第１編　１－１－３７　１項に基づき
　　　　　　　添付図書のとおり提出します。
　

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 平成○○年○○月○○日

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　■提出

□その他

工事名 ○○○○工事

添付図 葉、その他添付図書

発
注
者

上記について します。□指示 □承諾

処
理 □その他

　

年月日：

□協議

□受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告

総　括
監督員

印印 印

主　任
監督員

監督員

印

受注者名

代表者
又は

代理人

現場
代理人

主任
（監理）
技術者

印

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 更新 
工事打合せ簿記載例（提出）

（ ）

（内容）

・

受注者名

代表者
又は

代理人

現場
代理人

主任
（監理）
技術者

総　括
監督員

主　任
監督員

監督員

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告 □受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

処
理 □その他

　

年月日： ○○年○○月○○日

□協議

発
注
者

上記について します。□指示 □承諾

　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　■提出

□その他

□提出 ■受理

工事名 ○○○○工事

添付図 葉、その他添付図書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仮ＢＭの測量結果について

　　　　　　　　標記について、土木工事共通仕様書　第１編　１－１－４１　１項に基づき
　　　　　　　添付図書のとおり提出します。
　

発議事項

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 ○○年○○月○○日



 

工事打合せ簿記載例（報告）

（ ）

（内容）

・

□提出 □受理

　　　　　　　　　　文化財について

　　　　　　　　標記について、本工事施工中に工区内に文化財を発見したので
　　　　　　　土木工事共通仕様書第１編１－１－３１　１項に基づき報告します。

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 平成○○年○○月○○日

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■報告　　　□提出

□その他

工事名 ○○○○工事

添付図 葉、その他添付図書

発
注
者

上記について します。□指示 □承諾

処
理 □その他

　

年月日：

□協議

□受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告

技術者

印 印 印 印

主　任
監督員

監督員

印

総　括
監督員

受注者名

代表者
又は

代理人

現場
代理人

主任
（監理）

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 工事打合せ簿記載例（報告）

（ ）

（内容）

・

総　括
監督員

受注者名

代表者
又は

代理人

現場
代理人

主任
（監理）
技術者

主　任
監督員

監督員

回
答 □その他

年月日： ○○年○○月○○日

□提出 □報告 ■受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

処
理 □その他

　

年月日：

□協議

発
注
者

上記について します。□指示 □承諾

　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■報告　　　□提出

□その他

工事名 ○○○○工事

添付図 葉、その他添付図書

□提出 □受理

　　　　　　　　　　架空線等事故防止対策について

　　　　　　　　標記について、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場
　　　　　　　　等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査（場所、種類、高さ
　　　　　　　　等）を行いましたので、土木工事共通仕様書第１編１－１－３０　６項に
　　　　　　　　基づき報告します。

発議事項

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 ○○年○○月○○日



 

工事打合せ簿記載例（通知）

（ ）

（内容）

・

□提出 □受理

　　　　　　　　完成検査の検査日について

　　　　　　　　標記について、土木工事共通仕様書　第１編　１－１－２０　３項に基づき
　　　　　　　下記のとおり通知します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　　　　　　　　　　　　　　　検査日　○○年○○月○○日　○○時～

工 事 打 合 せ 簿

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 平成○○年○○月○○日

発議事項
　□指示　　　□協議　　　■通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 ○○○○工事

添付図 葉、その他添付図書

発
注
者

上記について します。□指示 □承諾

処
理 □その他

年月日：

□協議

□受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告

技術者

印 印 印 印

主　任
監督員

監督員

印

総　括
監督員

受注者名

代表者
又は

代理人

現場
代理人

主任
（監理）

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 工事打合せ簿記載例（通知）

（ ）

（内容）

・

総　括
監督員

受注者名

代表者
又は

代理人

現場
代理人

主任
（監理）
技術者

主　任
監督員

監督員

回
答 □その他

年月日： ○○年○○月○○日

□提出 □報告 ■受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

処
理 □その他

年月日：

□協議

発
注
者

上記について します。□指示 □承諾

　□指示　　　□協議　　　■通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 ○○○○工事

添付図 葉、その他添付図書

□提出 □受理

　　　　　　　　完成検査の検査日について

　　　　　　　　標記について、土木工事共通仕様書　第１編　１－１－２３　３項に基づき
　　　　　　　下記のとおり通知します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　　　　　　　　　　　　　　　検査日　○○年○○月○○日　○○時～

発議事項

工 事 打 合 せ 簿

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 ○○年○○月○○日



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

 

 

追加 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

 

 

追加 工事打合せ簿記載例（承諾）

（ ）

（内容）

・

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 ○○年○○月○○日

上記について □指示 ■承諾

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　■承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 ○○○○工事

　　　　　　　　使用材料承諾願について

　　　　　　　　標記について、工事に使用する材料について、品質を証明する資料
　　　　　　　　とともに提出しますので承諾願います。

　

添付図 葉、その他添付図書

□協議

します。

処
理 □その他

年月日： ○○年○○月○○日

□協議 □提出 □受理

発
注
者

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告 □受理 します。

受
注
者

上記について □承諾

総　括
監督員

主　任
監督員

監督員

受注者名

代表者
又は

代理人

現場
代理人

主任
（監理）
技術者



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

 

 

追加 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

３ 施工管理 

３－２ 再生資源 

３－２－１ 再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書

（実施書） 

受注者は、「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、

請負金額 1,000 千円以上の工事について、建設資材の利用、建設副産物の

発生・排出の量の大小及び有無にかかわらず、「再生資源利用計画書（実施

書）」及び「再生資源利用促進計画書（実施書）」を作成し、工事着手時（

施工計画書に添付）及び完成時に監督職員に提出しなければならない。書

類の作成にあたっては、原則、「建設副産物情報交換システム（COBRIS）

」を使用し受注者がデータ入力・登録するものとする。書類提出時には、

「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムから出力し

併せて提出するものとする。 

（共通仕様書第１編総則 建設副産物） 

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画

を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

３ 施工管理 

３－２ 再生資源 

３－２－１ 再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書） 

受注者は、「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、請負金額 1,0

00 千円以上の工事について、建設資材の利用、建設副産物の発生・排出の量の大小及び

有無にかかわらず、「再生資源利用計画書（実施書）」及び「再生資源利用促進計画書（

実施書）」を作成し、工事着手時（施工計画書に添付）及び完成時に監督職員に提出しな

ければならない。書類の作成にあたっては、原則、「建設副産物情報交換システム（コブ

リス・プラス）」を使用し受注者がデータ入力・登録するものとする。書類提出時には、

「コブリス・プラス登録済確認書」を同システムから出力し併せて提出するものとする

。 

（共通仕様書第１編総則 建設副産物） 

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆が見や

すい場所に掲げなければならない。 

 

更新 

３ 施工管理 

３－３ 社内検査 

（１）社内検査制度の趣旨 

社内検査制度は、品質管理に新たに受注者による品質保証の考え方を導

入することを目的に創設されたものである。この社内検査制度における社

内検査員の位置づけは、発注者における検査職員に対応するものである。 

社内検査制度の目的は、従来の施工管理や品質管理に加えて、受注者が

自らの責任において品質を実施することであるため、その内容・方法につ

いては、各会社で決めるものとされている。（共通仕様書第３編土木工事共

通編１－１－６ 社内検査） 

３ 施工管理 

３－３ 社内検査 

（１）社内検査制度の趣旨 

社内検査制度は、品質管理に新たに受注者による品質保証の考え方を導入することを

目的に創設されたものである。この社内検査制度における社内検査員の位置づけは、発

注者における検査職員に対応するものである。 

社内検査制度の目的は、従来の施工管理や品質管理に加えて、受注者が自らの責任に

おいて品質を実施することであるため、その内容・方法については、各会社で決めるも

のとされている。（共通仕様書第３編土木工事共通編１－１－６ 品質証明） 

更新 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 
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新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

  

追加 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

  

追加 

３ 施工管理 

３－４ 協議資料 

３－４－１ 関係官公庁及びその他関係機関協議 

（２） 受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びそ

の他の関係機関への届出等を法令、条例又は設計図書の定めにより実施し

なければならない。（共通仕様書第１編総則１－１－３８ 官公庁等への手

続等） 

３ 施工管理 

３－４ 協議資料 

３－４－１ 関係官公庁及びその他関係機関協議 

（２） 受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機

関への届出等を法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。（共通仕様

書第１編総則１－１－３９ 官公庁等への手続等） 

更新 

３ 施工管理 

３－４ 協議資料 

３－４－２ 近隣協議 

（２） 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文

３ 施工管理 

３－４ 協議資料 

３－４－２ 近隣協議 

（２） 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わ

更新 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、

指示があればそれに従うものとする。（共通仕様書第１編総則１－１－３８ 

官公庁等への手続等） 

す等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うも

のとする。（共通仕様書第１編総則１－１－３９ 官公庁等への手続等） 

３ 施工管理 

３－９ 休日・夜間作業届 

受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休

日又は夜間に作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督職員に連絡

しなければならない。 

ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。 

（共通仕様書第１編共通編 １－１－３９） 

※ 現道上の工事で休日・夜間作業届を書面で提出する場合は、工事

打合せ簿に「作業理由」を記載し、週間工程表等の「作業日及び

作業時間」「作業場所」「作業内容」を監督職員が把握できる既存

の資料を添付し提出することを基本とする。 

※ なお、作業届は、作業日毎に提出する必要は無く、予定が確定し

ている作業日を集約して提出してよい。 

※ 現道上以外の工事での休日・夜間作業は、ＡＳＰ（情報共有シス

テム）、電子メール等により事前に監督職員に連絡していれば良い

。また、週間工程会議等により監督職員が事前に週間工程表等に

より把握している場合、「連絡」は不要である。 

（「口頭」のみでの「連絡」は不可） 

※ 週間工程表については、任意様式を基本とする。様式の指定が必

要な場合は事前に行い、受注者側に作業の手戻りを生じさせない

こと。 

※ 週間工程表は休日・夜間作業の確認の他、監督職員の段階確認、

確認・立会等の調整に必要な最低限の工程とし、必要以上の記載

を求めないこと。 

３ 施工管理 

３－９ 休日・夜間作業届 

受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に

作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督職員に連絡しなければならない。 

ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。 

（共通仕様書第１編共通編 １－１－４０） 

※ 現道上の工事で休日・夜間作業届を書面で提出する場合は、工事打合せ簿に「

作業理由」を記載し、週間工程表等の「作業日及び作業時間」「作業場所」「作

業内容」を監督職員が把握できる既存の資料を添付し提出することを基本とす

る。 

※ なお、作業届は、作業日毎に提出する必要は無く、予定が確定している作業日

を集約して提出してよい。 

※ 現道上以外の工事での休日・夜間作業は、週間工程会議やＡＳＰによる監督職

員への事前の「連絡」で良い。 

（※「口頭」のみでの「連絡」は不可） 

※ 週間工程表については、任意様式を基本とする。様式の指定が必要な場合は事

前に行い、受注者側に作業の手戻りを生じさせないこと。 

※ 週間工程表は休日・夜間作業の確認の他、監督職員の段階確認、確認・立会等

の調整に必要な最低限の工程とし、必要以上の記載を求めないこと。 

※ また、工場制作中などで現場作業が無い場合、現場の週間工程表の作成は不要

とする。 

更新 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

３ 施工管理 

３－１１ 特殊車両通行許可 

受注者は、共通仕様書第１編１－１－３５交通安全管理第１４項における

通行許可の確認は、下記について実施するものとする。 

① 当該車両に関する特殊車両通行許可証の確認 

② 現場到着地点及び現場出発時における荷姿の確認（荷姿全景、ナン

バープレート等通行許可証との照合可能な写真）〔走行途中の写真撮影は不

要〕 

③ 車両通行記録（タコグラフ）の確認（夜間走行条件の場合のみ） 

なお、①については、共通仕様書第１編１－１－３８第３項に基づき、監督

職員へ提示するものとする。 

②、③については、監督職員から請求があった場合には、確認結果等を提示

すればよく、提出する必要はない。 

３ 施工管理 

３－１１ 特殊車両通行許可 

受注者は、共通仕様書第１編１－１－３６交通安全管理第１４項における通行許可の確

認は、下記について実施するものとする。 

① 当該車両に関する特殊車両通行許可証の確認 

② 現場到着地点及び現場出発時における荷姿の確認（荷姿全景、ナンバープレート

等通行許可証との照合可能な写真）〔走行途中の写真撮影は不要〕 

③ 車両通行記録（タコグラフ）の確認（夜間走行条件の場合のみ） 

なお、①については、共通仕様書第１編１－１－３９第３項に基づき、監督職員へ提示す

るものとする。 

②、③については、監督職員から請求があった場合には、確認結果等を提示すればよく、

提出する必要はない。 

更新 

４ 安全管理 

４－１ 安全教育 

４－１－１ 安全教育訓練 

土木工事の実施に際し、作業の安全を確保するためには、工事関係者はもと

より直接作業を行う作業員が安全に対する理解を深めることが最も重要で

ある。 

このため、共通仕様書第１編１－１－２９で「受注者は、工事着手後、作業

員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、実施する内容を選

択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。 

なお、作業員全員の参加が困難な場合は、分割して実施する事もできる。」

と規定している。 

４ 安全管理 

４－１ 安全教育 

４－１－１ 安全教育訓練 

土木工事の実施に際し、作業の安全を確保するためには、工事関係者はもとより直接作業

を行う作業員が安全に対する理解を深めることが最も重要である。 

このため、共通仕様書第１編１－１－３０で「受注者は、工事着手後、作業員全員の参加

により月当たり半日以上の時間を割当て、実施する内容を選択し、定期的に安全に関する

研修・訓練等を実施しなければならない。 

なお、作業員全員の参加が困難な場合は、分割して実施する事もできる。」と規定している。 

更新 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

４ 安全管理 

４－１ 安全教育 

４－２－２ 事故報告書 

受注者は、監督職員から、事故報告書の作成を指示された場合は、事故

報告書を作成しなければならない。（「安全管理措置の不適切により生じた

事故」が対象） 

共通仕様書第１編１－１－３２事故報告書に規定する事故報告書とは、

「新事故報告書入力システム」（ＳＡＳ）に入力した報告書データを印刷し

たもの又はその他、発注者から指示された関係資料（診断書の写し、安全

打合せ記録、関係資格等）とする。 

４ 安全管理 

４－１ 安全教育 

４－２－２ 事故報告書 

受注者は、監督職員から、事故報告書の作成を指示された場合は、事故報告書を作成

しなければならない。（「安全管理措置の不適切により生じた事故」が対象） 

共通仕様書第１編１－１－３３事故報告書に規定する事故報告書とは、「新事故報告書入

力システム」（ＳＡＳ）に入力した報告書データを印刷したもの又はその他、発注者から

指示された関係資料（診断書の写し、安全打合せ記録、関係資格等）とする。 

更新 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

 

 

更新 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

４ 安全管理 

４－４ 天災その他の不可抗力の損害 

天災その他の不可抗力による損害が生じた場合に、その原因と状況を報告

するための書類。（契約書第３０条、土木工事共通仕様書第１編１－１－１

－４１） 

災害発生後、監督職員に連絡し、その後すみやかに書類をもって通知する。 

４ 安全管理 

４－４ 天災その他の不可抗力の損害 

天災その他の不可抗力による損害が生じた場合に、その原因と状況を報告するための書

類。（契約書第３０条、土木工事共通仕様書第１編１－１－１－４２） 

災害発生後、監督職員に連絡し、その後すみやかに書類をもって通知する。 

更新 

５ 工程管理 

５－１ 工程管理 

（５）工程表提出に関する留意事項 

１） 工事履行報告書 

① 工事着手前に、予定工程（％）を記入して提出するとともに、毎月末

に実施工程（％）を記入して提出する。 

② 実施工程（％）は、「請負代金額」に対する「現場で施工した金額」

で算出する。 

※実施工程％の根拠資料の添付は不要。 

③ 記事欄には当該月の実施工程に係わる内容について記載する。 

④ 準備工段階であっても、金額が発生している場合は「現場で施工した

金額」に計上する。 

⑤ 先行指示等による増減があった場合、指示書に記載された概算金額

を「請負代金額」に含めて算出するなど現場の実態に合わせても良い

。 

 

５ 工程管理 

５－１ 工程管理 

（５）工程表提出に関する留意事項 

１）工事履行報告書 

① 工事着手前に、予定工程（％）を記入して提出するとともに、毎月末に実施工程

（％）を記入して提出する。 

② 実施工程（％）は、「請負代金額」に対する「現場で施工した金額」で算出する。 

※実施工程％の根拠資料の添付は不要。 

③ 記事欄には当該月の実施工程に係わる内容について記載する。 

④ 準備工段階（工場製作含む）であっても、金額が発生している場合は「現場で施

工した金額」に計上する。 

⑤ 先行指示等による増減があった場合、指示書に記載された概算金額を「請負代金

額」に含めて算出するなど現場の実態に合わせても良い。 

 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

６ 品質・出来形管理 

６－１－１ 建設材料の品質記録保存資料（品質記録台帳） 

工事に使用した建設資材の品質記録について、以下の要領に基づいて品質

６ 品質・出来形管理 

６－１－１ 建設材料の品質記録保存資料（品質記録台帳） 

工事に使用した建設資材の品質記録について、以下の要領に基づいて品質記録台帳を作

更新 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

記録台帳を作成する。（土木工事共通仕様書第１編１－１－２５・９） 成する。（土木工事共通仕様書第１編１－１－２６・９） 

７ 支給品・貸与物件・発生品 

７－１ 支給品・貸与物件 

受注者は、支給材料及び貸与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常

にその残高を明らかにしておかなければならない。また、工事完成時（完成

前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合はその時点。）に支給品精算

書を監督職員に提出しなければならない。（共通仕様書第１編共通編１－１

－１８ 支給材料及び貸与品） 

７ 支給品・貸与物件・発生品 

７－１ 支給品・貸与物件 

受注者は、支給材料及び貸与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を

明らかにしておかなければならない。また、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料

の精算が可能な場合はその時点。）に支給品精算書を監督職員に提出しなければならな

い。（共通仕様書第１編共通編１－１－１９ 支給材料及び貸与品） 

更新 

７ 支給品・貸与物件・発生品 

７－１－２ 支給品精算書 

受注者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合

は、その時点）に支給品精算書を監督職員へ提出しなければならない。 

（共通仕様書第１編共通編１－１－１８ 支給材料及び貸与物件） 

７ 支給品・貸与物件・発生品 

７－１－２ 支給品精算書 

受注者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点）

に支給品精算書を監督職員へ提出しなければならない。 

（共通仕様書第１編共通編１－１－１９ 支給材料及び貸与物件） 

更新 

７ 支給品・貸与物件・発生品 

７－２ 現場発生品調書 

受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書又は監督職

員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調

書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、設計図書に定めら

れていないものが発生した場合には、監督職員に連絡し、監督職員が引き渡

しを指示したものについては、監督職員の指示する場所で監督職員に引き

渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員に提出しなけれ

ばならない。 

７ 支給品・貸与物件・発生品 

７－２ 現場発生品調書 

受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書又は監督職員の指示する

場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員に提出

しなければならない。また、設計図書に定められていないものが発生した場合には、監督

職員に連絡し、監督職員が引き渡しを指示したものについては、監督職員の指示する場所

で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員に提出しな

ければならない。 

（共通仕様書第１編共通編１－１－２０ 工事現場発生品） 

更新 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

（共通仕様書第１編共通編１－１－１９ 工事現場発生品） 

８ 工事検査・完成検査 

８－６ 部分使用検査 

契約書第３４条の規定に基づき、発注者が引渡し前において工事目的物の

全部又は一部を受注者の承諾を得た上で使用する場合は、部分使用検査を

行うこととされている。（共通仕様書第１編共通編１－１－２４ 部分使用） 

検査結果が設計図書と適合するものであっても代価の支払いや引渡しはな

い。 

８ 工事検査・完成検査 

８－６ 部分使用検査 

契約書第３４条の規定に基づき、発注者が引渡し前において工事目的物の全部又は一部

を受注者の承諾を得た上で使用する場合は、部分使用検査を行うこととされている。（共

通仕様書第１編共通編１－１－２５ 部分使用） 

検査結果が設計図書と適合するものであっても代価の支払いや引渡しはない。 

更新 

１０ その他 

１０－１ 現場環境改善 

■土木工事共通仕様書より 

第１編１－１－２９ 工事中の安全確保 

１０ 現場環境改善 

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎

、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、

地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるもの

とする。 

 

１０ その他 

１０－１ 現場環境改善 

■土木工事共通仕様書より 

第１編１－１－３０ 工事中の安全確保 

１０ 現場環境改善 

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所また

は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニ

ケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 

 

更新 

１０ その他 

１０－２ 部分使用承諾書 

発注者は、工事目的物の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を

受注者の承諾を得て使用することができる。その場合、受注者は、部分使用

検査を受けるものとする。 

１０ その他 

１０－２ 部分使用承諾書 

発注者は、工事目的物の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾

を得て使用することができる。その場合、受注者は、部分使用検査を受けるものとする。

（契約書第３４条 使用部分 共通仕様書第１編共通編１－１－２５ 部分使用） 

更新 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

（契約書第３４条 使用部分 共通仕様書第１編共通編１－１－２４ 部

分使用） 

  なお、協議は発注者が作成、承諾は受注者が作成するものとする。 

 

  なお、協議は発注者が作成、承諾は受注者が作成するものとする。 

 



 

新旧対照表（土木工事書類作成マニュアル） 

旧（令和７年４月） 新（令和８年４月） 摘要 

 
 

 

 


